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1. ストレスチェックを実施するのは派遣元 
派遣労働者のストレスチェック・面接指導は、 
派遣元で実施する義務が生じます。 
 

2. 派遣先は派遣労働者も人数にはカウントする 
派遣先で、ストレスチェック実施の義務のある企業の要件である、 
「50 人以上の労働者数」のカウントは、派遣労働者も含める必要が 
あります。 
 例）派遣先：正社員 40 人、派遣労働者 20 人⇒実施義務あり 
 
 ※ただし、ストレスチェックを実施する対象者は、１．のとおり 
  派遣労働者を含めません。（派遣元が実施） 
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第 2・第 4 火曜日発刊 

2015 年 12 月より労働者のメンタルヘルス不調の未然防⽌などを目的に、「労働者 50 人以上」 
の企業には、「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。 
しかし、派遣労働者への対応については、「派遣先でストレスチェックを実施するのか」「労働者 
50 人以上には派遣労働者は含めるのか」など、実務上わかりにくいところもあるかと思います。 
今回のあおぞらレターでは、派遣労働者に関するストレスチェックのポイントをお伝えします。 
 ※ストレスチェックの概要については、あおぞらレター175 号をご参照ください。 

3. 高ストレス者への対応は派遣先との協⼒が望ましい 
派遣元が実施した派遣労働者の面接指導の結果に基づき、「就業上の措
置」を講じるにあたっては、派遣先と連携し対応することが望ましいと
されています。 
 ※就業上の措置：就業場所変更、作業の転換、労働時間の短縮など 
 ※ただし、派遣先の同意が得られない場合は派遣先変更などの措置 
  が必要 

4. 集団分析には派遣労働者も含めることが望ましい 
ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析は努⼒義務となってい
ますが、「職場環境の改善」が目的であるため、派遣先であっても、派遣
労働者も含めた集計・分析等を実施することが望ましいとされています。
 
そのため、上記１．のとおり、派遣労働者に対するストレスチェックは派
遣先に実施義務はありませんが、職場環境改善を図るためには、派遣先
においても派遣労働者へのストレスチェックを実施するのが望ましいと
いえます。 

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-427７ 

出所：平成 27 年 11 月 23 日付 労働新聞より 


